
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２０年８月２７日   

京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第３５号 

   京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

 第１条第１０項中「情報政策監」の右に「，人材活性化政策監」を加える。 

 第２条中第２８項を第２９項とし，第８項から第２７項までを１項ずつ繰り下げ，

第７項の次に次の１項を加える。 

８ 人材活性化政策監は，上司の命を受け，人材の活性化の推進に関する事務を統括

する。 

   附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

（総務局総務部文書課） 


